
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９函第４４号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２１年４月２１日 １６時３０分ごろ 

発生場所 北海道根室市納沙布
の さ っ ぷ

岬南東方沖２６海里付近 

（概位 北緯４３°０４′ 東経１４６°１４′） 

事故等調査の経過 平成２１年７月１０日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（函館事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

漁船 第八十一 久
きゅう

榮
えい

丸、１６０トン 

１３０７３５、久栄漁業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

機関長、四級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機６番シリンダカバーの始動弁座シート面及び始動弁傘部に焼損、始

動回転弁のシート損傷、過給機消音器に損傷 

事故等の経過 本船は、船長及び機関長ほか１２人が乗り組み、ロシア２００海里水域

において操業を行ったのち、水揚げのため北海道釧路港に向けて帰航中、

納沙布岬南東方沖２６海里付近のロシア側チェックポイントにおいて、主

機を中立運転として漂泊していたところ、平成２１年４月２１日１６時３

０分ごろ、機関長が過給機のブロアーに近い始動分配弁の配管ジョイント

から火が吹き出ているのを認め、直ちに主機を停止した。 

本船は、消火したものの、過給機の一部を焼損したことから、自力で航

行することは不能と判断して救援を依頼し、僚船にえい
．．

航されて釧路港に

入港した。 

 その他の事項  本船は、釧路港を出港する際、主機に異状は認められなかった。 

 本船は、機関長が事故発生の約５日前、主機始動弁の空気管が通常より

熱いことに気付き、始動弁からの燃焼ガスの漏洩が疑われたが、空気管の

状態から予定された残り５日間の操業を終えるまで大丈夫と判断された。 

 本船は、インシデントの約１年前にドックに入って主機の開放整備を行

っており、インシデント当時、整備から約２,０００時間が経過していた。

分析 乗組員等の関与 なし 

船体・機関等の関与 あり 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析 本船は、出港する際には、主機に異状はなかっ

たものと考えられる。 

本船は、６番シリンダの始動弁のシート面に損

傷が認められたこと及び異状を発見後約５日間運

転していることから、６番シリンダの始動弁棒が

固着気味となって弁の閉じが悪くなったため、シ

ート面から徐々にガス漏れを起こして吹き抜けし

 



 

た可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が操業を終え釧路港に向けて帰航中、６番シリ

ンダの始動弁の閉じが悪くなったため、シート面からガス漏れを起こして

吹き抜け、過給機の一部を焼損したことにより発生した可能性があると考

えられる。 

 




